
入札（見積合せ）経過調書

名称           【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅給水施設                                                        落札業者       6100141   日本総合住生活（株）
等維持管理業務（千鳥橋団地他３７団地）                                                                                   　

履行場所       千鳥橋団地他                                                                                    本店住所       東京都千代田区神田錦町１－９
　                                                                                                                            　
履行期間       契約締結日の翌日から  2029年 3月31日  まで                                                          落札金額                            404,308,300

予定価格（消費税抜き）              379,549,148
調査基準価格                                  0
基準評価値                               0.0000

入札又は見積執行場所及び日時       西日本業務センター　契約課　 2月 6日　13時30分

業者登録番号 業者名 総合評価の 技術評価点 第１回入札価格 第２回入札価格 第３回入札価格 第４回入札価格
（法人番号） 有無

第１回評価値 第２回評価値 第３回評価値 第４回評価値

6100141日本総合住生活（株） 0.0000 367,553,000 0 0 0
（3010001033375） 　　無 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
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入札（見積合せ）調書 

業 務 名 
【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅給水施設等維持管理業務

（千鳥橋団地他３７団地） 

落 札 業 者 日本総合住生活（株） 

本 店 住 所 東京都千代田区神田錦町1-9 

履行場所 
千鳥橋団地他 落 札 金 額 404,308,300円 

予定価格（消費税抜き） 379,549,148円 

履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 調査基準価格 0 

入札又は見積執行場所及び日時 西日本業務センター契約課 令和8年2月6日 13時30分 （単位：円） 

業者登録番号 
業 者 名        

（法人番号） 
第１回 第２回   

6100141 
日本総合住生活（株） 

（3010001033375） 
367,553,000    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



契約の内容  

契 約 年 月 日 令和 8年 2月 13日 

契 約 業 者 名 

（法 人 番 号） 

日本総合住生活（株） 

（3010001033375） 

契約業者の本店住所 東京都千代田区神田錦町 1-9 

業 務 の 名 称 【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅給水施設等維持管理業務（千鳥橋団地他３７団地） 

履 行 場 所 千鳥橋団地他 

履  行  期  間 令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31日まで 

契 約 金 額 404,308,300円（税込み） 

（随意契約の場合） 

随意契約先選定理由 

本業務は、独立行政法人都市再生機構において令和８年度以降に予定されているＵＲ賃貸住

宅団地内の給水施設、自家用電気工作物等の維持管理業務、貯水槽清掃業務、給水施設等に係

る緊急事故処理対応業務、給水施設の小修理工事等を行う業務である。 

当該業務実施にあたっては、専門の技術や資格を持った人員を多数配置することや、緊急時

の対応等で一定の業務経験が必要なため、従前から当該業務を実施してきた法人（以下「標記

法人」という。）を契約予定法人として明示した上で、参加者の有無を確認する公募手続きに係

る参加意思確認書の提出を求める公示を実施した結果、期限までに提出がなかったため、会計

規程第 51条第３項第１号に基づき、標記法人と随意契約を行ったものである。 

 


